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事 業 報 告 
令和 ５年４月 １日から 

令和 ６年３月３１日まで 

Ｉ 総 務 関 係 

１ 役員 

令和６年３月３１日現在 

役職名 氏   名 所       属 区 分 

評議員  小 川  勝  大阪府商工労働部 労働政策監  非常勤 

評議員  黒 田 悦 治  一般社団法人大阪労働者福祉協議会 専務理事  非常勤 

評議員  玉 井 金 五  大阪市立大学 名誉教授  非常勤 

評議員  寺 田  靖  一般社団法人大阪建設業協会 専務理事 非常勤 

評議員  宮 田 利 雄  大阪労働局職業安定部 職業対策課長  非常勤 

評議員  向 井 順 子  大阪市福祉局 生活困窮者自立支援室長  非常勤 

代表理事 小 幡  斉  公益財団法人西成労働福祉センター  非常勤 

理 事  岩 井 勝 彦  一般社団法人大阪府トラック協会 専務理事  非常勤 

理 事  金 﨑 孝 之  大阪市福祉局生活福祉部 自立支援課長  非常勤 

理 事  嶋 田 和 弘  大阪府商工労働部 雇用推進室長  非常勤 

理 事  畠 山 昌 悦  全日本港湾労働組合関西地方本部 執行委員長  非常勤 

理 事  服 部 良 子  

一般財団法人大阪男女いきいき財団  

クレオ大阪中央 研究室長  

 大阪公立大学 客員研究員  

非常勤 

理 事  牟 田 和 広  一般社団法人大阪労働者福祉協議会 理事  非常勤 

理 事  山 本 正 憲  一般社団法人大阪府建団連 会長  非常勤 

業務執行

理事 
横 田 重 樹  公益財団法人西成労働福祉センター  常 勤 

監 事  市 原 正 人  公認会計士  非常勤 

監 事  大 橋 さ ゆ り  弁護士  非常勤 

 



令和５年度事業報告 - 3 - Ⅰ 総務関係 

２ 理事会、評議員会の開催 

理事会、評議員会を次のとおり開催し、附議した議案はいずれも原案のとおり可決された。 

開催年月日・場所  附 議 議 案 等  

第１回理事会 

令和５年 ４月１０日 

（決議省略） 

 

第１号議案 小林宏行評議員の辞任に伴う後任評議員として小

川 勝氏の推薦に関する件 

第２号議案 廣瀬英美評議員の辞任に伴う後任評議員として宮

田利雄氏の推薦に関する件 

第３号議案 舟橋 豊理事の辞任に伴う後任理事として金﨑孝

之氏の推薦に関する件 

第４号議案 小川 勝理事の辞任に伴う後任理事として嶋田和

弘氏の推薦に関する件 

第５号議案 評議員会の開催に関する件 

第１回評議員会 

令和５年 ４月１１日 

（決議省略） 

 

第１号議案 小林宏行評議員の辞任に伴う後任評議員として小

川 勝氏の選任に関する件 

第２号議案 廣瀬英美評議員の辞任に伴う後任評議員として宮

田利雄氏の選任に関する件 

第３号議案 舟橋 豊理事の辞任に伴う後任理事として金﨑孝

之氏の選任に関する件 

第４号議案 小川 勝理事の辞任に伴う後任理事として嶋田和

弘氏の選任に関する件 

第２回評議員会 

令和５年 ４月１８日 

西成労働福祉センター 

会議室 

（オンラインとの併用） 

報告事項１ 令和４年度補正予算について 

報告事項２ 令和５年度事業計画並びに当初予算について 

報告事項３ 登録支援機関の申請について 

報告事項４ 代表理事及び業務執行理事の職務執行状況について 

報告事項５ 技能講習事業の受託について 

報告事項６ 賞与引当金の積立について 

第２回理事会 

令和５年 ５月１１日 

（決議省略） 

第１号議案 荻野朝弘監事の辞任に伴う後任監事として、市原正

人氏の推薦に関する件 

第２号議案 評議員会の開催に関する件 

第３回評議員会 

令和５年 ５月１２日 

（決議省略） 

第１号議案 荻野朝弘監事の辞任に伴う後任監事として、市原正

人氏の選任に関する件 

第３回理事会 

令和５年 ５月３０日 

西成労働福祉センター 

会議室 

（オンラインとの併用） 

第１号議案 令和４年度事業報告並びに決算報告に関する件 

第２号議案 任期満了に伴う理事の推薦に関する件 

第３号議案 会計処理規程の改正に関する件 

第４号議案 評議員会の開催に関する件 

報告事項１ 代表理事及び業務執行理事の職務執行状況について 

報告事項２ 定年延長に伴う就業規則の改正について 

報告事項３ 求人事業所調査まとめについて 

 



令和５年度事業報告 - 4 - Ⅰ 総務関係 

第４回理事会 

 令和５年 ６月 ９日 

 （決議省略） 

第１号議案 滝口敬介理事の辞任に伴う後任理事として伊藤徳

男氏の推薦に関する件 

第４回評議員会 

 令和５年 ６月２１日 

西成労働福祉センター 

会議室 

（オンラインとの併用） 

第１号議案 令和４年度事業報告並びに決算報告に関する件 

第２号議案 任期満了に伴う理事の選任に関する件 

報告事項１ 代表理事及び業務執行理事の職務執行状況について 

報告事項２ 会計処理規程の改正について 

報告事項３ 定年延長に伴う就業規則の改正について 

報告事項４ 求人事業所調査まとめについて 

第５回理事会 

 令和５年 ６月２１日 

 （決議省略） 

第１号議案 小幡 斉理事を代表理事に選任する件 

第２号議案 横田重樹理事を業務執行理事に選任する件 

第６回理事会 

 令和５年１１月１７日 

 （決議省略） 

第１号議案 多賀雅彦評議員の辞任に伴う後任評議員として黒

田悦治氏の推薦に関する件 

第２号議案 評議員会の開催に関する件 

第５回評議員会 

令和５年１１月２１日 

（決議省略） 

第１号議案 多賀雅彦評議員の辞任に伴う後任評議員として、黒

田悦治氏の選任に関する件 

第７回理事会 

 令和６年 １月 ９日 

 （決議省略） 

第１号議案 伊藤徳男理事の辞任に伴う後任理事として岩井勝

彦氏の推薦に関する件 

第２号議案 評議員会の開催に関する件 

第６回評議員会 

令和６年 １月１５日 

（決議省略） 

第１号議案 伊藤徳男理事の辞任に伴う後任理事として、岩井勝

彦氏の選任に関する件 

第８回理事会 

 令和６年 ２月１３日 

 （決議省略） 

第１号議案 大阪府補助金申請額に関する件 

第９回理事会 

令和６年 ３月２２日 

西成労働福祉センター 

役員室 

（オンラインとの併用） 

第１号議案 令和５年度補正予算に関する件 

第２号議案 令和６年度事業計画並びに当初予算に関する件 

第３号議案 「役員及び評議員の報酬等並びに費用に関する規程

」の改正に関する件 

第４号議案 評議員会の開催に関する件 

報告事項１ 代表理事及び業務執行理事の職務執行状況について 

報告事項２ 技能講習事業の受託について 
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３ 事務局職員の現況 

職 名 現 員（令和６年３月３１日現在） 備 考 

局 長  １ 名 業務執行理事 

次 長  １ 名  総務課長 兼務 

課 長 級  ３ 名  

係 長 級  ８ 名  

主 事 級  ９ 名  

再 雇 用 者  ２ 名  

合 計 ２４ 名  

 

 

４ 現地懇談会の開催 

現地関係機関１７団体で構成する、あいりん地区現地懇談会を年３回（第 1 回４月、第２

回１０月、第３回２月）開催し、それぞれで意見交換等を行った。 

【現地関係機関】 

大阪府警察本部、西成警察署、あいりん労働公共職業安定所、玉出年金事務所、西成消防署、 

西成区役所保健福祉課、西成保健福祉センター分館、大阪市福祉局生活福祉部、大阪市南部 

環境事業センター、大阪市建設局津守工営所、大阪市建設局八幡屋公園事務所、大阪自彊館、

同三徳寮、大阪社会医療センター、ＪＲ新今宮駅、南海新今宮駅、西成労働福祉センター 

 

５ 監督上の処分等の一覧 

令和６年２月２２日付５大公委第１１７号「立入検査の結果等について（通知）」において、

令和５年１１月１４日の立入検査の際、評議員会の議事録に以下の項目が記載されていない

旨の指摘があり、改善すべき事項として通知があった。 

（１）法定記載事項である「議事録の作成に係る職務を行った者の氏名」 

（２）実開催の評議員会において、「評議員会が開催された日時及び場所（当該場所に存しな

い監事、評議員が評議員会に出席した場合における当該出席方法を含む。）」 

令和５年度は通知日以降、評議員会は開催されなかったため、令和６年度から評議員会の

議事録には、法定記載事項は漏れなく記載し、適切な議事録を作成することとした。 
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上段：事業計画目標値 

下段：Ｒ５年度実績 

≪公益目的事業≫ 

Ⅱ 厚生労働大臣の許可を得て行う無料の職業紹介事業 

近年、あいりん地域では、日雇労働者の高齢化、複合的な生活課題を抱えている若者や女性

等の就労困難者の流入や地域での外国人の増加等の変化がみられる。この変化にも対応可能な

職業紹介を行うため、これまでの職業紹介事業の業務比重を精査し、令和５年４月より必要分

野への人的配置、また、専門性の向上を図った。 

まず、あいりん地域で募集を行う登録事業者からの求人受理に加え、警備業・清掃業・介護

業・飲食業等の多様な業態への開拓、募集形態も１日に２～３時間程度の短時間就労や週１～

３日程度の就労等、地域近郊の就労先への求人開拓等、多様な求職者ニーズに沿った求人開拓

を各関係業種の団体等の協力を得ながら行った。 

また、これまでの求人や新たに求人の募集がされた登録事業者からの求人について、来所し

た求職者には大型モニターや窓口掲示、宿舎情報等についてその詳細をモニターにて情報提供

し、窓口職員が丁寧に求職相談を実施した。また、センター内に求人掲示及びその待合せ場所

や時間が分かる地図を掲示した一方で、求職者が来所しなくても安心して職業選択や直接応募

できるように、新たに求人情報サイト「センターナビ」を開設し、ＬＩＮＥ公式アカウントと

ともに情報発信を強化した。 

早朝の就労正常化は、専門チームを設け、これまでの業務に加え、集中巡回指導を行った。

具体的には、登録事業者からの求人の受理、毎週テーマを決め地域での登録事業者等の指導及

び登録促進や求人数の把握を行った。また、早朝時間帯以外に、あいりん労働公共職業安定所

と共同で周辺指導を定期的に実施した。 

また、人手不足が顕著な中、労働力確保のため、登録事業者が外国人労働者を確保し、労働

力を維持できるための支援を行えるよう登録支援機関の申請を行い、令和５年１１月に承認さ

れた。 

これらの取組みを通じ、女性、外国人や若年層といった新たな求職者層にも対応可能であら

ゆる求職者が就労に向けて再チャレンジ可能な求人情報を整え、令和５年度から設置した総合

相談窓口での求職相談等により、「地域での就労支援の拠点化」を進めた。 

 

 

１ 職業紹介の窓口求人数 

（１）現金求人数 

窓口に来所する求職者は、現金求人への要望が多い。このことから、あいりん地域で求

人募集を行う登録事業所や定期的に求人募集を行う登録事業者を中心に求人依頼し、大型

モニター、外部モニターや窓口掲示等を活用することにより、受理した全求人の雇用条件

を明示した。求職者には、総合相談窓口での求職相談等を通じ、マッチングの強化を図り、

目標を上回った。 

窓口求人 年間目標 延 ４、０００人 

実績 延 ４，０７７人 

[第２表－２ 参照] 

 

（２）契約求人数（３０日以内の雇用） 

あいりん地域で求人募集を行っているが窓口求人を行っていない登録事業者に対し、窓
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口への求人掲示の勧奨を強化した。また、雇用条件を明示、事業所の特色、求人内容や就

労場所への経路等、例えば高齢者でも応募可能な求人のグループ分けをする等、求職者に

分かりやすくすることやミスマッチ軽減のため求職者が宿舎等のイメージを把握できるよ

う専用モニターを設置し、求人内容の可視化を図った。また、登録事業者には事務所内で

面接場所を設けている点を説明し、その利用促進を図り、目標を上回った。 

求職者には、総合相談窓口での求職相談等を通じ、向上した求人の内容を積極的に求職

者に説明したが、契約期間中の宿舎での拘束を嫌う労働者が多く現金就労を優先する傾向

があり、窓口の現金紹介が８月以降継続的に２０％前後の増加傾向となった一方で、窓口

の契約紹介は２３．０％の減少となった。その影響を受け、中期運営方針の「雇用条件の

向上を図った求人」への紹介の年間目標数１，９００人を達成することができなかったが、

実績数は１，８２９人で昨年比４．８％の増加となった。 

契約求人 年間目標 延 １００，０００人日 

 実績 延 １１３，６４２人日 

[第２表－１ 参照] 

「雇用条件の向上を図った求人」への紹介 年間目標 延 １，９００人日 

実績 延 １，８２９人日 

 

（３）一般求人数（３０日を超える長期の雇用） 

職種転換や短時間就労といった多様化した求職者ニーズに応えるため、求人開拓により

新たに申込みが行われた求人を、紹介窓口前の一般求人専用モニターで明示を行った。ま

た、職業選択の幅を広げるため、ハローワーク求人の活用も併せて行った。 

求職者には、総合相談窓口での求職相談等を通じ、希望職種や条件、職歴や資格等の聞

き取り内容を参考にし、相談内容に沿った複数の求人を求職者に提案することや面接に必

要な履歴書の作成を行い、安定就労先へのマッチングを図り、目標を上回った。 

窓口求人 年間目標 延 ２，７００人 

実績 延 ３，１６２人 

[第３表 参照] 

 

（４）高年齢者職業紹介 

「高年齢者等の雇用の安定に関する法律」による高年齢者(５５歳以上)の求職ニーズは、

就労意欲や生活の質、体力面の個人差がある。 

また、関係機関からの誘導による建設業等で就労経験のない求職者の対応も求められて

おり、建設業等の日雇就労に限らず、他業種への転換や短時間での就労等多様化している。 

このため、高年齢者の雇用が見込まれる警備業や清掃業、福祉関係等や、求職者のニー

ズに沿った多様な職種の求人開拓を行うことで、求職者個人の希望に応じた求職相談、就

労支援に繋げた。 

さらに、就労機会が減少し、生活に困窮している求職者には、高齢者特別清掃事業(登録

制)の案内を行った。 

① 高年齢者窓口紹介 

求職者の体力や経済状況等を聞き取り、各々の能力や状況にあった紹介を行い、契約紹

介・一般紹介はともに目標を上回った。 

また、相対方式等によりセンターを介さず就労してきた求職者で就労が困難になりつつ

ある高年齢者に対しても、雇用している事業者にセンターへの誘導を依頼し、「利用者カー

ド」を発行することで関与を強めた。 

契約紹介 年間目標 延 １，５００人日 

実績 延 １，６７２人日 
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一般紹介 年間目標 延    １０人 

実績 延    ２４人 

[第５表 参照] 

※「利用者カード」とは、新規来所者に対して、統一した聞き取り表をもとに相談記録台帳を作成する

もの。利用者がセンターの様々なサービスを希望する際に、カードの提示を求める。就労支援システム

による電子カルテ化で、個人情報管理とともに利用者の利便性の向上を図っている。 

 

②「高齢者特別清掃事業（特掃）」等の輪番紹介 

高年齢者となり、日雇で就労することが困難である求職者を対象とした特掃の登録者に、

就労場所（仮センター駐車場作業員・旧センター周辺清掃・地域外清掃・道路清掃・市有

地清掃・シェルター清掃）別に輪番紹介を行った。 

なお、新規登録を希望する労働者に対し毎日（２月３月を除く月曜から金曜のセンター

開所日）、登録相談受付を行った。 

また、早朝時間帯の就労となる仮センター駐車場作業員(早朝・午前)、及び、旧センター

周辺清掃(午前)については、令和４年度同様に、前日に翌日分の輪番紹介を行った。 

労働力人口の減少や生活保護への円滑な移行により、紹介整理票の発行は減少傾向にあ

るが、輪番紹介は目標を上回った。 

紹介整理票（カード）発行 年間目標  １，０００人 

   実績    ８６３人 

   輪番紹介 年間目標 延 ５６，２００人 

実績 延 ５６，８６６人 

[第６表、第７表 参照] 

 

（５）外国人求職者支援強化のための登録支援機関制度の活用 

登録事業者５１社に「現在、外国人を雇用しているか。」とのアンケートを行った結果、 

   １４社の事業者から「雇用している。」との回答があった。アンケート結果では、雇用さ

れている労働者の在留資格はほとんどが技能実習であったため実習が終了した後も継続し

て就労できるように、雇用主に対して特定技能への在留資格変更をアドバイスした。加え

てその労働者の支援を継続するために、登録支援機関として承認されたセンターの活用方

法を提案した。 

    また、西成区の外国人住民が増加傾向にあり、就労することのできる在留資格を持つ外

国人も多く、将来的に求職者の増加も見込めることから、留学生にニーズの高い外食産業

やビル清掃のアルバイト等の求人開拓を行い、紹介できる求人を増やすとともに、将来的

に留学生から特定技能への移行希望者の支援ができる体制を整えた。 

 

（６）「求人情報」等の提供 

窓口求人情報やその関連情報の提供に関しては、窓口利用案内やリニューアルしたホー

ムページ「センターナビ」および「ＬＩＮＥ公式アカウント」を開設し、その利用方法な

どについて訪問や会議等を通じて地域の支援団体に周知を行った。また、センターだより、

地域施設にポスター掲示やチラシ配布等により求人者・求職者への広報を積極的に行った。 

「センターナビ」では、登録事業者の求人や求人関連情報を可視化、また、雇用期間、職

種、就業場所等で検索できる機能等を充実させることにより、求職者の希望に沿った求人

情報等の提供を行った。この取組みにより、９月初めから３月末までの利用者数は、３，

１００人を超え、表示回数は６万７千回に及んだ。求職者からは求人内容についての問合

せが増え、求人者からも好評を得ている。 
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２ 求職相談 

（１）一般求職相談 

「利用者カード」と「就労支援システム」の活用による従来の適格者紹介に加え、女性、

外国人や若年層といった新たな求職者層のターゲットにも対応可能なサポートを「YOLO 

BASE」等の地域団体の協力を得ながら支援を強化した。 

また、NISHINARI就職応援フェアの開催を１２月と２月に開催し、あらゆる求職者が就労

に向け再チャレンジ可能な支援を実践し、「地域での就労支援の拠点化」を進めた。 

コロナ禍からの回復により地域に足を運んで直接募集を再開し滞在時間を延長する事業

所が見受けられたが、夏場の記録的な猛暑の影響などにより「屋外で継続して就労するこ

とが年々厳しさを増している」との声もあり、求職相談は１６．８％の減少となったが、

紹介票の交付数は９０７人で昨年比４．６％の増加となった。 

求職相談 年間目標 延 ５，５５０人 

実績 延 ４，７９５人 

[第４表 参照] 

※「NISHINARI 就職応援フェア」とは、従前からの利用者に加え、生活保護受給者のうち就労自立支援

等の対象になっている求職者の就職も応援するため、地域関係機関(大阪市西成区保健福祉センター分

館等)と連携、また、センターに登録している求人者を集め、求職者と求人者間の面談やマッチングを

その場で提供する企画。 

 

（２）高年齢者求職相談 

労働力人口の減少が進む中、高年齢者の雇用による労働力確保の施策が計画・実施され

ている。しかし、地域の高年齢者は、職歴や健康・経済的状況により、職業選択の幅が狭

まる傾向にある。 

そのため、「特掃」の申込み者や関係機関から誘導されたケースを含め、求職者の状況

を聞き取り、ニーズに沿いつつ実現可能な求人の分野（警備業や清掃業、福祉関係等）で

就労し活躍できるよう、一人一人に寄り添った支援を行った。併せて、就労に向けた準備

として、技能講習や関係機関と連携した生活再建の支援により求職活動の土台を整え就労

支援に繋げた。 

また、「特掃」で就労を継続してきたものの、体力低下等の理由により、就労が難しく

なってきた求職者には、本人の希望を聴き取るとともに、雇用主であるＮＰＯ釜ヶ崎支援

機構と情報共有や調整を行う等、丁寧な対応を心掛けた。 

なお、特掃の新規申込み者のうち、まだ「利用者カード」を申し込んでいない求職者に

対しては、利用者カードの作成を行い、就労に係る潜在ニーズを把握し、より踏み込んだ

対応を図った。こうした取組みにより、職業相談・相談記録ともに目標を上回った。 

職業相談 年間目標 延 １，８００件 

実績 延 ２，３２４人 

相談記録 年間目標 延    ７０件 

実績 延   １５４人 

[第７表 参照] 

※「相談記録」とは、総合相談窓口で新規の求職相談者のうち、年齢が５５歳以上で利用者カードを作

成した求職者の数。 

 

３ 求人者の指導及び就労経路の正常化促進 

あいりん地域で求人募集している求人者に対し、求人受理の適正化を図ることを目的とし

て指導、依頼をさらに強化し、求職者が安心して就労機会を得られるように取り組んだ。 

登録事業者に対しては、駐車場の利用と窓口紹介の利用を勧奨し、窓口求人への集中化を

図った。 
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日雇求人の募集要件を満たさない未登録の事業者には、助言や登録依頼等を行ったうえで、

求人数や求人状況の把握に努めた。 

登録・未登録を問わず事業者の労働条件違反等が判明した場合は、速やかに問題解決に向

けた対応を行い、適切な条件等で雇用するよう促した。 

また、登録事業者に訪問・電話・文書を通じて事業状況を把握し、求職者に確かな雇用条

件や事業者の特徴、アピールポイントや宿舎情報等が提供できるよう情報収集を行った。ま

た、収集した情報をセンター内に設置したモニターで可視化するとともにホームページで発

信するなどマッチングに向けての活用を図り、目標を上回った。 

事業所等の指導 年間目標 延 ７，０００件 

実績 延 ９，９８８件 

[第８表－２ 参照] 

 

（１）登録事業者への指導 

① 事業所懇談会 

業界や行政が取り組んでいる法律や仕組みの改正等、タイムリーなテーマを選定し、外

部から招いた講師がその必要性やメリットの啓発や周知等を行い、各事業者と行政機関の

意見交換も実施する目的として、事業所懇談会を開催した。 

その中で、「在留管理制度の概要について」「センターでの新しい外国人支援（登録支援

機関）のしくみについて」「外国人労働者の職場定着のための助成金等について」の講演

を行い、１９社１団体、２５名が参加した。 

実績 １回開催 

 

②-1 事業所座談会 

令和６年４月以降の職業安定法の改正内容・法改正に伴うセンターの求人方法などの変

更点と令和５年９月に開始したセンターナビの利用状況と今後の方向性について提起し、

本内容について事業所への周知及び意見聴取等を行った。参加者は、８社９名であった。 

実績 １回開催 

 

②-2 業界ルート開拓訪問 

業界ルート開拓訪問は、高年齢労働者及び外国人・女性等への就労先として新たな業界

へのルート開拓を図るため、事業所座談会を業界団体運営会議等に出向き開催することを

目的とし、企画を行った。 

業界ルート開拓訪問では、建設以外の事業者を新規開拓するため、一般社団法人大阪ビ

ルメンテナンス協会、一般社団法人大阪府警備業協会や大阪府飲食業生活衛生同業組合に

訪問し、各業界との関係づくりに取り組んだ。会員向けに求人開拓チラシの発送、会報誌

等にセンターの案内掲載等を依頼することができ、求人開拓に向けた宣伝を行った。 

実績 ３回実施 

 

③ 雇用管理改善の促進 

中小の事業者を主な対象とし、人材の確保や確保した人材が継続的に働ける環境を整え

てもらうため雇用条件の改善、福利厚生面の充実や助成金活用のアドバイス、また雇用形

態に適した社会保険加入の手続き援助等を目的に、その専門である社会保険労務士と事業

者への訪問を行った。 

実績 ３回実施 

 

④  事業者への調査 

地域労働者を雇用している事業者に、面談・電話・ＦＡＸ等で実態調査を行い、事業状



令和５年度事業報告《公益目的事業》 - 11 - Ⅱ 厚生労働大臣の許可を得て行う無料の職業紹介事業 

況、求人動向、宿舎の状況、雇用している労働者数や求人状況等を聞き取った。 

仕事量が「増加した」と回答した事業所は前年比８．０％減、「横ばい」と回答した事

業所は前年比２．４％減となり、「減少した」と回答した事業所は前年比１０．４％増と

なった。近年、公共や民間工事の現場に入場する際に、従業員の社会保険加入が条件とな

る場合が多くなっている。このことに対応し、従業員の社会保険加入を進めた事業者と加

入促進が進んでいない事業者で仕事量の受注量が二極化している結果となった。 

今後の雇用環境の変化を把握し、求人確保に役立てるとともに、地域関係団体等に情報

提供を行った。 

調査期間：令和５年１１月２０日(月)～１２月６日(水） 

 

⑤ 労働・社会保険の適用、建設業退職金共済制度(建退共)等への加入状況の把握、促進と指導 

円滑に求人を受理するために、日雇雇用保険の更新について確認を事業者に徹底した。

併せて、関係機関と連携し、文書送付や事業者への訪問を通じて、健康保険日雇特例の適

用促進を強化した。 

また、建設労働者の退職金制度として作られた建退共の加入状況の把握と加入促進を

行った。 

労働条件違反がある事業所に対しては、適切に指導し、改善の確認を行った。 

実績 日雇雇用保険更新確認 １１４社 

 

⑥ 求人の受理の適正化 

求人の受理において、求人担当者と求人者との雇用関係の明確化等を図るため、求人担

当者には「求人担当者カード」の交付を行った。 

実績 １１８枚 

 

（２）就労正常化の促進 

① 就労正常化促進特別指導 

専門チームを設け、これまでの業務に加え、集中的に巡回指導を行う等、あいりん地域

において、「求人受理とそのチェック」「地域で求人募集する事業者への指導等」を図る

ため、就労あっせんの正常化を促進した。 

特に、「地域で求人募集する事業者への集中的な巡回指導等」では、重点項目を毎週設

定し実施した。令和５年度は、地域で募集する登録事業者に「登録事業所証明証」を発行

し、センターに登録しているかを求職者が分かる仕組みを取り入れ、２１事業者に交付し

た。他の事業者との差別化が図れ、求人・求職者にとって良い取組みだと事業者からの評

価を得ている。 

また、地域で日雇求人の募集要件を満たさない未登録の事業者等には、助言や登録依頼

等を行ったうえで、求人数と求人状況の把握を行い、目標を上回った。 

年間目標 延 １，０００件 

実績 延 ３，６７８件 

[第８表－１ 参照] 

 

② 求人事業所調査 

あいりん地域において、早朝の時間帯を除いた時間に、適正な求人活動を促すため指導

を行った。実施日は、週に２回、「求人事業所調査指導日」を設定し、指導等を行った。内

容は、「建設労働者の雇用の改善等に関する法律」に基づく募集方法、窓口求人の利用促

進や新型コロナウイルス感染防止対策・夏場の熱中症対策・学生が休みとなる期間に未成

年者雇用の注意点といった求人時期に応じた登録事業者への指導を行った。 

未登録事業者の情報は、あいりん労働公共職業安定所との定期会議で情報提供し、同所
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とは地域内の共同パトロールを定期的に実施した。 

年間目標 延 ３，６００件 

実績 延 ３，３６４件 

[第８表－１ 参照] 

 

 ③  登録事業者等の相対方式による直接募集求人の適正化 

あいりん地域で、センターを通さず日雇募集を直接行う登録事業者には、求職者が雇用

条件の把握を明確に行えるようセンターへの求人申し込み、ホームページへの情報提供の

誘導を行った。そのうえで、求人受理時に求人票(控)、登録事業所証明証を交付した。登録

事業者には、就労正常化時に、これらの掲示がされているか、労働条件通知書の交付がさ

れているか等の指導を行った。 

世界情勢の不安定化による原油価格や原材料費の高騰傾向の収束が見通せない状況、ま

た、慢性的な人手不足により受注が容易にできない環境等が影響し、前年度に比べ減少と

なった。 

     相対方式による明示支援 現金求人 年間目標 延 １７０，０００人 

実績 延 １６３，９０２人 

契約求人 年間目標 延  ５３，０００人 

実績 延  ４０，１９５人 

[第１表－１、２ 参照] 

※「相対方式」とは、事業者と求職者が直接面談し、両者の合意により雇用契約が成立する形態をい

う。この場合の求人者とは、センターに登録し、求人申込みをしている事業者を指す。 

 

４ 就労機会の確保のための求人開拓事業 

求職者ニーズの多様化に伴う様々な業種の新規事業者への求人確保や近年求人実績

がない登録事業者への求人の掘り起こしのため事業所訪問を行った。 

併せて、多様な生活困難者層に対応できる新規求人開拓を行うため建設業に限ら

ず、それ以外の産業（警備業・清掃業・介護業・飲食業等）や短時間・短日数の雇用

形態に対応している事業者にもターゲットをあて、求人開拓にかかるリーフレットの

送付等による新規求人開拓を行った結果、目標を上回った。 

また、新たな労働力として期待されている地域の在留外国人の求職ニーズにも対応

できるよう事業者へのニーズ調査を行った。 

年間目標 延 ２４０事業所 

実績 延 ２４１事業所 

[第８表－１ 参照] 

 

（１）新規事業者への開拓 

従来の就労先の確保に加え、新たに地域に求職に来た求職者（外国人含む）のニーズに

対応できる新しい就労先の確保を図った。 

そのため、ハローワークの求人情報提供システムを積極的に活用するほか、各種求人情

報誌・新聞広告・インターネットでの求人情報等、あらゆる媒体から情報収集を行った。

また、各業種の組合団体への訪問を通じ、組合加入事業者に訪問や求人勧奨リーフレット

の送付によりニーズに沿った新規事業者の開拓を行った。 

登録件数 年間目標  ２４件 

実績  ２３件 

[第８表－１ 参照] 
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（２） 登録事業者への求人勧奨 

① 求人勧奨 

近年求人実績のない事業者や地域から日雇労働者を雇用しているがセンター窓口を利用

していない事業者に対し、センターに求人申込みを促し、訪問や文書等により地域の求職

者の求人勧奨を行い、また一般求人を受理した求人者や新規求人開拓で登録を行った事業

者に対しても、継続して求人勧奨を行い、目標を上回った。 

この働きかけにより、１２社から新規求人を受理することができた。 

年間目標 延  ９，６００件 

実績 延 １２，０３３件 

[第８表－２ 参照] 

 

② 高年齢者求人勧奨 

多様なニーズに応じた紹介先を確保するため、短時間就労可能な事業者や建設業以外の

清掃業・警備業等の事業者に対し、訪問や文書等により、求人開拓勧奨を行い、目標を上

回った。 

年間目標   １，２００件 

実績 延 １，２３４件 

[第７表 参照] 
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Ⅲ 就労に関する相談及び支援事業  

地域労働者の置かれている雇用環境は依然として厳しく、ホームレス化などの生活基盤の脆

弱化を防ぐため、個別的・継続的・包括的支援を実施する必要があり、労働・労災相談、医療・

生活身上相談、労働者援護など、就労支援の一層の充実を図った。 

令和５年度は、職業紹介も含めた総合相談窓口を設置し、相談者の隠れた困難性や年齢の積

み重ねによる新たな課題への対応などに対して、相談から職業紹介までを一体的に支援する体

制を強化した。 

就労困難者の中には、職業紹介だけでは就労自立につながらず、何らかの衣食住の支援とセッ

トにすることで、生活基盤を安定させることが必要な者も少なくない。関係機関や地域の支援

団体との連携を深め、就労可能な状態になるまで寄り添う支援や就労中の生活支援、アフター

フォローを強化することで就労支援を充実させた。 

 

１ 賃金等労働条件に関する相談 

特に重要な初回相談・相談終結時の対応力の向上を中心にケース検討を通じて職員の

相談能力向上を図った。 

また、登録事業所への速やかな賃金清算の勧奨や、賃金清算のための事業所への交通

費を支弁できない労働者に対する小口給付等の積極的活用など、迅速な問題解決に取り

組んだ。 

さらに、大阪労働局との連絡調整会議を通じて、関係法令への理解を深め、困難な相

談ケースの解決に努め、関係機関が主催するイベントなどを活用し、労働相談の普及啓

発・出張相談等を行った。 

新規労働相談 年間目標 延 １５０件 

実績 延 １１２件 

継続労働相談 年間目標 延 １５０件 

実績 延  ４６件 

[第９表―１] 

 

２ 労災相談及び労災休業補償立替貸付事業 

労働者が労働災害に遭った場合、その相談に応じ休業期間中の生活の安定を図るた

め、休業補償給付の立替貸付を行った。 

また、立替貸付期間中に生活上の問題点を聴き取り、労災治癒後に安定した就労・生

活が送れるよう、必要な支援を行った。 

 

（１）労災相談 

労働者の知識・経験不足が見られるため、仕事中に負傷した場合、現場責任者に必ず報

告し病院を受診するよう啓発を行った。また、若年層が多い技能講習受講者を対象に「知っ

ておこう労災保険」のリーフレットを配布し、注意喚起を行った。 

事業所訪問時には、センターの労災相談及び労災休業補償立替貸付事業について情報提

供し、利用勧奨を行った。 

また、センターだよりの８月号では、第三者行為による労災事故の増加傾向が顕著であっ

たため、注意喚起の記事を掲載した。 

さらに。労働基準監督署への訪問を通じて、労災相談や労災休業補償給付立替貸付事業

についての理解を得て、円滑な業務の運営を行った。 

新規相談 年間目標 延    ３６件 

実績 延    １８件 
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継続相談等 年間目標 延 ２，０００件 

実績 延 １，９２５件 

[第１０表 参照] 

 

（２）事業主証明の請求並びに代理請求に係る連絡調整事務 

昨年度に比して４５．３％の増加となった。 

                              [第１０表 参照] 

 

（３）労災休業補償給付の立替貸付 

労災休業期間中の労働者の生活の安定を図り、治療に専念してもらうため、日々貸付   

４，５９４，０００円（延貸付日数４３０日分）、一括貸付４６０，０００円、合計       

５，０５４，０００円の立替貸付を行った。 

立替金の差額精算３，６２６，３０１円と合わせて取り扱い合計は２８７件、         

８，６８０，３０１円であった。 

貸付人数は８人で、取扱金額は８０．６％の増加となった。 

[第１０表、第１１表 参照] 

 

（４）労災立替貸付債権の保全（貸付金の管理、回収） 

傷病・通院の確認、労働基準監督署との連携に努め、５，４００，０００円の立替債権の

回収を行った。                          [第１１表 参照] 

 

（５）労災休業者の就労自立への支援 

労災治癒後、円滑に就労生活に復帰できるよう、立替貸付期間を活用して、権利回復に

向けた助言を行った。住民票の回復、マイナンバーカードの発行、銀行口座の開設、債務

問題の解決、年金受給資格の確認、健康保険の加入、建退共の加入、居住の安定化など、

多面的な支援を行った。 

 

３ 医療相談、生活身上相談、労働者援護 

健康上の理由や一時的な生活困窮で就労の機会を逸していたり、より安定的な雇用を

求めている労働者などに対して、支援を行った。 

 

（１）医療相談 

① 医療相談 

治療が必要な労働者には、(社福)大阪社会医療センターへ診療依頼を行った。軽度の場合、

労働者の求めに応じて傷テープ・軟膏を配付した。 

簡易措置 年間目標 延 ３２，０００件 

実績 延 ２５，６６９件 

診療依頼 年間目標 延  １，８００件 

実績 延  １，５３１件 

他機関案内・救急車 年間目標 延  １，６００件 

実績 延  １，３０８件 

[第１２表 参照] 

 

② 健康管理の推進 

高血圧の労働者に対して、健康管理の啓発を行った。特に、就労開始前には自主的な血圧

測定を薦めた。 

年間目標 延 ２５，０００件 
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実績 延 ２２，７６０件 

[第１２表 参照] 

 

（２）生活身上相談 

① 総合相談・総合支援 

利用者登録を通じて労働者のニーズ把握を行い、相談内容や紹介先情報を一元的に管理す

る電子カルテ化を進め、聞き取り項目を整理・統一するとともに、カルテの内容を可視化・

分類することで統計や現状把握を円滑に進めた。 

また、総合相談窓口の設置を通じて、職員研修を強化し、しっかりとサポートできるよう

相談能力の向上を図った。 

何らかの困難に直面している労働者を窓口に誘導し、センター単独では解決できない多様

な相談に対応するためには、他機関連携が重要となる。 

他機関連携においては、関係機関等との連携の現状や課題を分析しつつ、その役割や特色

を踏まえ緊密に連携し、総合的な支援を図る必要があることから、定例会議や日常的な情報

交換に一層積極的に取り組み、より良い連携体制を構築した。 

令和５年度の「利用者カード」の発行数は、昨年比で８．３％の増加となり、新規相談・継

続相談はともに昨年比で若干の減少となったが、他機関連携数では１１．０％の増加となっ

た。また、新規相談・支援は１２５人で、他機関連携は１１１人 ８８．８％（昨年は     

６８．０％）を占め、他機関とのスタッフ間の協力が進み、中期運営方針の目標を達成した。 

新規支援 年間目標 延   １４０件 

実績 延   １２５件 

他機関連携 年間目標 延   １０５件 

実績 延   １１１件 

継続支援 年間目標 延 １，２００件 

実績 延 １，１９１件 

[第９表―１、第９表―２ 参照] 

※「他機関連携」とは、地域内外の各関係機関・団体の特性に応じて、個別に協力関係を結び支援を行

うもの。 

 

② 労働関係・生活身上相談 

日雇雇用保険制度の適正化、社会保険制度の加入促進に関わる動向、とりわけ事業所や労

働者が抱える問題などを注視する。労働者保護の観点から、日雇労働求職者給付金の受給の

ための日雇雇用保険への加入促進等の相談、国からの給付金等のベースとなる住民票の取得

援助を行った。 

 

ア．戸籍・住民登録等事務手続きの相談 

現場への入場・日雇労働被保険者手帳の取得や銀行口座の開設などのために、住民登

録などが必要な労働者の相談・事務手続きの援助を行った。 

年間目標 延 ６００件 

実績 延 ５３３件 

 

イ．就労・生活の安定のため、雇用保険（日雇労働被保険者手帳）の普及・啓発、取得援

助を含めた就労相談を行った。 

年間目標 延 ２，８００件 

実績 延 ３，４８６件 

 

ウ．労働者の健康の維持・回復のため、健康保険証の取得に伴う相談を行った。 
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 年間目標 延 ５５０件 

実績 延 ５１５件 

 

エ．退職後の生活安定のため、建設業退職金共済手帳の相談・取得の取り次ぎ援助を行っ

た。 

年間目標 延 ２０件 

実績 延 ３８件 

 

オ．各種免許証・技能講習修了証を紛失した労働者の再発行相談と手続き援助を行い、就

労機会の拡大を図った。 

年間目標 延 ４８０件 

実績 延 ３８８件 

 

カ．住居相談では、市営住宅や公団住宅等の居住に関する情報提供を行うほか、毎月セン

ター内で萩之茶屋地域周辺まちづくり合同会社「はぎまち不動産」と共催で、住宅確保

要配慮者に対する月１回「住まいの相談会」を実施した。 

年間目標 延 ８００件 

実績 延 ９５０件 

 

キ．尋ね人、落とし物、所得証明等に関する相談を行った。 

年間目標 延 ４００件 

実績 延 ４２３件 

[ア～キ 第１３表 参照] 

 

（３）労働者援助 

生活困窮状態にある者を就労へ結びつけるため、多様な援助を行った。 

コロナウイルスの感染対策上の位置づけは５類へ移行したが、感染対策のため２週間程度、

大阪自彊館三徳寮が閉所され、短期宿泊援助件数は減少となった。 

 

① 短期宿泊援助 

就労の意志を有し、就労機会の確保又は労働力の回復が期待できる労働者に対して、大阪

自彊館三徳寮の協力を得て、必要な宿泊援助を行った。 

また、大阪府簡易宿所生活衛生同業組合・サポーティブハウス連絡協議会からの協力を得

て、無料宿泊提供を行った。 

大阪自彊館三徳寮 年間目標 延 ６００件 

実績 延 ４６４件 

無料宿泊紹介 年間目標 延 １００件 

（簡宿・サポ協） 

実績 延  ５８件 

[第１２表 参照] 

 

② 生活就労援助 

賃金・労災書類等の受取りや交通費・食事代などで困っている労働者に必要最低限の援助

を行った。 

年間目標 延 ４８件 

実績 延 ３７件 

[第１２表、第１４表 参照] 
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③ 労働者疾病予防援助 

住居が確保できないため一時的に生活に困窮している労働者に、必要最低限の生活用品な

どの援助を行った。 

年間目標 延 ９００件 

実績 延 ９４６件 

[第１２表 参照] 
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Ⅳ 技能講習に関する事業 

地域労働者は、不安定な就労環境や労働条件によって生活困難な状況に陥り、資格取得の機

会さえ得ることができない。 

このため、技能資格の取得を促進し、就労機会の拡大を図ることを目的に、平成５年度から

技能資格取得促進事業を行ってきた。平成１３年度からは、厚生労働省の日雇労働者等技能講

習事業を受託し、建設機械をはじめとした広範な技能講習を実施してきている。 

建設業での人材確保や専門・多能工を養成するため、経験・技量等に応じた適切な講習へ誘

導した。技能労働者として必要な資格や免許、技術や知識等を修得することにより、就業率の

向上と雇用の安定を図った。 

また、新規流入層や加齢・傷病等で建設業での就労が困難な者等に対して、福祉・物流・清

掃・パソコン操作等の講習を提供している。併せて、カウンセリングや就労支援ナビゲーター

との連携強化を図りながら、人材不足分野等への就労を強力にバックアップし、事業全体で就

業率を６０％以上とした。 

受講者を安定的雇用に導くため、「地域ニーズに対応した講習」「信頼関係を構築する受講

相談」「就労継続・定着に向けた総合支援」「関係機関と連携した就労先の開拓」「アフター

フォローの充実」のコンセプトを実現し、円滑な事業の運営を図った。 

令和５年度は、５１科目３６５名の募集に対し、申込者は４５科目４０９名、選考は４５科

目３４８名、受講者は４３科目２７３名となった。 

受講修了者は２６２名で、昨年比６．５％の増加（昨年２４６名）となった。内訳は、スキル

アップ型講習、運輸業・製造業関係講習の受講修了者は１７０名で、昨年比３．７％の増加（昨

年１６４名）となった。職種転換・常用就職型講習の受講修了者は９２名で、昨年比で     

１２．２％の増加（昨年８２名）となり、令和４年度に昨年比で倍増させた流れを維持した。 

受講に結びつけるための働きかけの強化や事業者に直接出向く「出張受付」の試行的実施な

どを通じて、受講者の拡大を図った。 

また、新規受付は１３７件で、昨年比２０．８％の減少（昨年１７３件）となったが、受講相

談は１，５９６件で、昨年比で倍増（昨年８４９名）となり、キャリアカウンセリングも    

２９３件で、昨年比２０．６％の増加（昨年２４３件）となった。 

就労支援ナビゲーターやセンターの紹介により「1 ヶ月以上の雇用及び期間の定めのない雇

用」に就いた人数について、２１人となり中期運営方針の目標を達成した。 

※ 就労支援ナビゲーターとは、日雇労働者等技能講習事業に係る「仕様書」において、就労支援ナビゲーターの

アフターフォローが義務づけられており、大阪港のハローワークから専門相談員が出張し、センターで求職相談を

行っている。 

 

１ スキルアップ・安定的雇用を目指した講習 

受講希望者の多くは、建設現場などで働きながら資格を取り、経験を重ね技能労働者へと成

長していく。また、現場では、単一職種における職人としての能力・資格にとどまらず、幅広

い作業に対応できる多能工が求められている。 

また、受講者の中には建設業未経験者や製造・運輸業などで資格を活かして安定的雇用を希

望する者も多いため、受講者一人一人に寄り添った支援を図った。 

 

（１）建設業務関係技能講習（※②は２コース） 

ａ 車両系建設機械運転（整地他用）②  ｂ 車両系建設機械運転（解体用） 

ｃ 車両系建設機械運転（基礎工事用）  ｄ 締固め用建設機械 

ｅ 不整地運搬車            ｆ ショベルローダー等 

ｇ 足場の組立て等特別教育        ｈ 玉掛け 
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ｉ ガス溶接                            ｊ 足場の組立て等作業主任者 

ｋ 地山の掘削・土止め支保工作業主任者  ｌ 型枠支保工の組立て作業主任者 

ｍ 建築物等の鉄骨の組立て作業主任者    ｎ 木造建築物の組立て等作業主任者 

ｏ 有機溶剤作業主任者                  ｐ 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者 

ｑ コンクリート解体等作業主任者        ｒ 石綿作業主任者 

ｓ 職長・安全衛生責任者                ｔ 石綿使用建築物等解体等業務特別教育 

ｕ アーク溶接特別教育                  ｖ 研削砥石特別教育 

ｗ 振動工具安全衛生教育                ｘ 電気取扱（低電圧 600V 以下） 

ｙ 丸のこ等取扱作業従事者安全衛生教育 ｚ 粉じん作業特別教育  

イ ダイオキシン類ばく露防止特別教育  ロ 巻上げ機運転特別教育 

ハ ロープ高所作業特別教育 

二 フルハーネス型墜落防止用器具安全帯特別教育 

ホ はい作業主任者 

      年間目標 ２７科目 １５９人 

実績 ２３科目 １１９人 

[第１５表－１ 参照] 

 

（２）運輸業、製造業関係等技能講習<建設業務にも有効>（※ ②は２コース） 

ａ フォークリフト運転 ②     ｂ 高所作業車 ② 

ｃ 小型移動式クレーン ②      ｄ クレーン（荷重５ｔ未満） 

ｅ 床上操作式クレーン 

年間目標 ７科目 ７３人 

実績 ７科目 ５１人 

[第１５表－１ 参照] 

 

２ 職種転換・安定的雇用を目指した講習 

受講希望者の中には、日雇から脱却し安定的雇用を希望する者、建設業未経験の若年者や建

設業での就労が体力的に困難となり就労可能な職種に転職したいと考えている者も少なくない。 

そのため、福祉・物流・清掃といった業種にパソコン操作を加えた職種転換型講習を提供し

た。また、仕事を円滑に進めるために社会性と協調性が不可欠であると知り、就職後に生かす

ことで就労定着を後押しする事を目的とした、はたらく人のマナー講座を新設した。 

 

（１）自動車運転免許職種転換講習 

自動車運転免許については、職種を問わず必要とされるものであり、旅客運送業、倉庫・

陸上運送業、被介護者等の送迎など、安定的雇用を目指す者に対して実施した。 

受講希望者には、積極的な就職活動やそれに伴う困難を共有しながら、問題の解決を図り、

免許取得後の就職先を内定できるよう支援したが申込には至らなかった。 

ａ 大型自動車運転免許       ｂ 大型特殊自動車運転免許 

ｃ けん引自動車運転免許     ｄ 大型二種自動車運転免許 

e 普通二種自動車運転免許 

年間目標 １科目 １人 

実績 ０科目 ０人 

 

（２）介護業務関係職種転換講習 

① 介助者入門セミナー 

介護の仕事に興味はあるが経験や知識がない者に、理解を深めてもらうきっかけづくりを
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行った。実技講習を含めてセンター施設内で実施することにより、介護業務体験講習へ誘導

した。 

年間目標 ５人 

実績 ３人 

[第１５表－２ 参照] 

② 介護業務体験講習 

「介護業務に興味があり、実際の現場を知りたい」「受講する前に現場を体験し、適性が

あるか判断したい」などの声に応え、体験講習を実施した。 

年間目標 ３人 

実績 １人 

[第１５表－２ 参照] 

③ 重度訪問介護従事者養成研修講座 

全身性障がい者ガイドヘルパー養成研修と現場実習等を含んだ研修を行った。受講修了に

より、肢体や体幹に重度な障がいのある人たちの生活（自宅での支援と外出支援）に携わる

重度訪問介護の業務で就労することを目指し、就職活動を一層有利に進め、より幅広い福祉

分野での就労が可能となるよう支援を図った。 

年間目標 ２人 

実績 ２人 

[第１５表－２ 参照] 

 

（３）造園・林業・清掃関係職種転換講習 

① チェーンソー（伐木）・刈払機（草刈）作業従事者講習 

造園・林業に不可欠な資格であり、公共工事や農業、ゴルフ場、公園清掃など様々な現場

においても幅広く使用されている。資格取得により就労機会を広げ、将来の就労イメージを

描けるよう支援した。 

刈払機講習をセンター施設内で実施することにより、受講者の利便を図るとともに、講習

事業のＰＲにつなげた。 

 年間目標 ２科目 １５人 

実績 ２科目  ８人 

[第１５表－２ 参照] 

② チェーンソー・伐木特別教育追加講習 

伐木等に関する教育内容が変更され、修了者であっても新たに追加講習を受けなければ 

業務につくことが出来なくなった。 

そのため、対象となる資格所持者に対して、教育内容更新の周知を図り受講へ誘導したが、

問い合わせで留まり申込みには至らなかった。 

                              年間目標 １人 

実績 ０人 

[第１５表－２ 参照] 

 

（４）機械の習熟を図る講習 

技能講習の修了証を所持しているが、現場経験が浅く資格を活かせていない者や習熟度を

一層高めることにより安定的雇用を希望する者を対象に働きかけを行ったが、申込みには至

らなかった。 

① 建設機械等習熟コース                       年間目標 １人 

実績 ０人 
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② フォークリフト等習熟コース                                     年間目標 １人 

実績 ０人 

 

（５）清掃関係職種転換講習 

① 清掃業務体験講習 

高齢になり建設での就労継続が困難になった労働者を対象に実施した。 

センター施設内で講習を行うことで受講者や見学者への就労意欲を高めた。 

年間目標 １８人 

実績 １４人 

[第１５表－２ 参照] 

② ベッドメイキング講習 

ホテルの客室清掃には、ベッドメイキングが必須である。受講者の利便を図るため、座学

はセンター施設内で実施し、実技は簡易宿所生活衛生同業組合の協力により地域内にあるホ

テルの客室を借り上げ、実際のホテル清掃現場に近い環境で実施した。 

清掃業務体験講習と合わせて受講する事により、より一層清掃業への就労意欲を高めた。 

年間目標 １０人 

実績  ５人 

[第１５表－２ 参照] 

③ マンション清掃体験講習 

地域ニーズが高く、地域で不足しているマンション(簡易宿所を含む)清掃に特化した技術を

習得し、居住者への接遇や環境衛生面の知識が得られるよう実施した。 

講習は、清掃業務体験講習受講者を対象に、ベッドメイキング講習受講に誘導し、清掃業

でのエキスパートを目指した。 

年間目標 １０人 

実績  ９人 

[第１５表－２ 参照] 

 

（６）パソコン講座 

履歴書や職務経歴書の作成を支援することで、新しい仕事に挑戦することへの不安解消に

繋げ、就職活動・面接を少しでも有利に進めることを目指した。 

講習は、受講者のレベルに応じ、初級及び中級コースを開設した。 

また、福祉・物流・清掃等、業務日報や在庫管理、報告書の作成を求められた時などを想

定し、苦手意識の克服を図るため、日報作成に特化した講習を開設した。 

様々な職種で不可欠な日報・履歴書作成等で必要な操作習熟や講習効果を高めるために受

講者用パソコンを常設し、就労機会の拡大を目指した。 

年間目標 ３０人 

（うち初級 １５人、日報作成講座 １５人、中級 １０人） 

実績 初級 １４人、日報作成講座  ８人、中級  ７人 

[第１５表－２ 参照] 

 

（７）運搬・梱包業務体験講習 

物流や倉庫内の作業現場などで仕事（ピッキング、梱包、荷運び）を希望する者が、基本

的な知識とスキルを学ぶ。安全面やリスク管理に対応するため、実技やコミュニケーション

講習を取り入れセンター施設内で実施し、清掃や介護分野以外の職種で受講者の安定的雇用

を目指した。 

年間目標 ８人 
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実績 ７人 

[第１５表－２ 参照] 

 

（８）はたらく人のマナー講座 

職場で基本となるあいさつ、報告・連絡・相談や身だしなみを学び、実際に声出しをする

グループワークを実施する等、参加型の授業を取り入れた。仕事を円滑に進めるために社会

性と協調性が不可欠であると知ることで、就労定着を後押しした。 

年間目標 ２０人 

実績 １４人 

[第１５表－２ 参照] 

 

３ 適切な講習受講・就労に誘導するための取組み 

「受講相談」、「カウンセリング」、「紹介窓口・求職相談への誘導」、「就労支援ナビゲーター」

との連携を、技能と就労に関わる総合サポート体制と位置づけ実施した。 

また、地域の関係機関とも連携し、受講者の安定的雇用を目指した。 

（１）受講相談 

単なる要件確認の場ではなく、相談者との信頼関係を築く重要な場であり、その後の継続

した就労支援の成否を握る鍵となる。 

相談者の職業経験や職業能力、希望する職業や雇用形態、就労や生活状況、安定的雇用へ

の意向等を勘案し、適性に応じたスキルアップ、職種転換・常用就職型講習の各メニューを

提示し、適切な受講科目を薦めた。 

欠席予防の働きかけと講習期間の確保・強化のため、選考会と講習前日に受講予定者に電

話等での状況把握やサポートを行うとともに、定員割れによる講習開催中止を防ぐため、講

習機関と調整した。 

受講修了後のアンケートを通じて、安定的雇用への意欲の喚起や資格が活かせていないと

回答した者へのフォロー、就職者が職場に定着できるようアフターフォローを実施した。 

受講相談 年間目標 １，１５０件 

実績 １，５９６件 

[第１６表 参照] 

 

（２）「見せる講習」での発信・啓発 

センター施設や地域の宿泊所で清掃実技等の講習を、地域の労働者・事業所・関係団体に

公開し、受講者の利便性や意欲の向上、関係機関との連携や紹介・求人開拓につなげ、受講

者数や就業率の向上を図った。 

 

（３）カウンセリングの実施 

自己分析や自己理解を通じて講習や就労意欲の向上につなげるため、カウンセラーによる

支援を行った。 

スキルアップ型講習の受講者に対しては希望に応じて実施、職種転換・常用就職型講習の

受講者に対してはレポートの提出と併せて就労意欲の向上のため受講するよう誘導し、きめ

細やかなフォローを行った。 

安定的雇用を目指す者を対象に、カウンセラー資格を有するコーディネーターにより、的

確かつ効果的な技能講習の誘導や、安定的雇用に向けた支援を行った。 

カウンセリングを実施したケースについて、スーパーバイザー・カウンセラー・職員で 

ケース検討を行い、相談者の理解を深め支援に役立てた。 
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カウンセリング 年間目標 ２００件 

実績 ２９３件 

[第１６表 参照] 

 

（４）就職活動講習会の実施 

安定的雇用を目指す者を対象に、履歴書・職務経歴書の書き方、面接マナー、求職活動の

方法などについて、きめ細やかなフォローを行った。 

 

（５）資格取得を通じた安定的雇用への移行支援 

就労支援ナビゲーターとの連携又はセンター紹介を通じて、「１ヶ月以上の雇用及び期間

の定めのない雇用」への移行支援を行った。内訳は、建設業８件、清掃業４件、介護業３件、

製造業２件、倉庫業２件、警備業２件となった。 

  年間目標 ２１件 

実績 ２１件 

① 紹介事業との連携 

技能講習受講修了者のフォローアップとして、求職相談に誘導している。就労機会の拡大

のため、受講者の状況に応じた職業紹介を行った。 

受講者から希望する職種を聞き取り、一般社団法人大阪府建団連や地域関係機関と連携し

た求人開拓を行い、安定的雇用につなぐ選択肢の充実を図った。 

年間目標 ６０件 

実績 ７７件 

② 就労支援ナビゲーターとの連携 

選考説明会には就労支援ナビゲーターが来所し、ハローワークの求人票閲覧コーナーを設

け、説明会参加者が自由に閲覧できるようにしている。また、説明会後は就労支援ナビゲー

ターと職員が情報共有することを定例化し、就労支援の質の向上に取り組んだ。 

常用就職希望者には、就労支援ナビゲーターが求職相談を実施し、ハローワークに求職登

録を行うよう誘導した。 

年間目標 ５０件 

実績 １６件 

[第１６表 参照] 

 

４ 効果測定（事業所・受講者ニーズの把握） 

（１）受講終了時のアンケートの実施 

講習実施機関と連携し、「役立った」との回答が９０％を上回るよう、受講者のニーズに合っ

た講習科目への誘導を行った。 

 

（２）就職・就業率の把握 

受講修了者のうち、修了した日が属する月の翌月から３ヶ月間に月１３日以上就業した月

が２月以上ある労働者の割合（就業率）は、年度修了者２６２人のうち５月から１２月まで

の修了者１１７人のうち５９人で５０．４％であった。 

また、就職・就業者数を講習科目ごとに整理し、募集人数に対する充足率が５０％、就職・

就業率が２０％を下回る講習については要因分析を行った。 

 

（３）事業主の人材ニーズと労働者のニーズ調査 

事業主、労働者への聴き取りを行い、それぞれが必要としている講習科目の設定と規模を
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精査し、令和６年度の講習科目に反映させた。 

事業所調査数 年間目標  ５０件 

実績  ５０件 

労働者調査数 年間目標 １００件 

実績 １０３件 

 

（４）独自の受講者ニーズの把握 

受講修了３ヵ月後に独自アンケートを実施し、資格取得により「役に立った」との回答は

８８.０％を占めた。回答者総数１７５人のうち１５４人が「役に立った」と回答しており、

その理由を複数回答で尋ねると、「働く機会が以前より増えた」７７件、「業者からの評価が

高まった」６５件、「就職活動を積極的に行うようになった」４７件、「危険予知行動を積極

的に行うようになった」４４件、「賃金など労働条件が良くなった」４１件、「新しい現場に

入れるようになった」３１件、「職種が広がり付き合う業者が増えた」２８件、「正社員になっ

た」７件となっている。 

また、資格が「役に立っていない」と回答した受講者には、カウンセリングや就労支援ナ

ビゲーターへの誘導を行った。アンケートにもとづき事業の改善に資する意見があれば、企

画・立案の参考とした。 
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Ⅴ 広報啓発及び福利厚生事業  

あいりん地域における当センターの役割、各事業の一層の推進を図るためには、創意工夫し

たタイムリーな情報発信は欠かせない。 

ホームページやＬＩＮＥ公式アカウント、モニター・掲示板などを活用し、労働者・事業所

にわかりやすい魅力的なＰＲを行い、広報事業の強化・財団の認知度アップに努めた。 

 

１ 労働安全啓発及び広報事業 

「センターだより」などを通じた労働安全啓発に加え、労災補償制度のパンフレット

などを独自に作成し啓発を行った。また、日雇雇用保険・健康保険・建退共制度の普及

を図り、センターで実施している技能講習、総合受付窓口などの周知のため、ポスター

などを作成し、簡易宿所や関係機関・団体などに広く配布した。 

さらに、地域の「萩之茶屋文化祭」などに積極的に参加し、センターの認知度アップ

に努めた。 

 

２ センターだよりの発行 

求人情報や労働関係の啓発・健康知識などの普及を図るため、広報紙「センターだよ

り」を作成し、労働者・事業所及び簡易宿泊所、関係機関などに配布した。 

令和５年度は、センターが取り組む事業案内や、地域労働者の生活に関わる最新情報

等をわかりやすく伝えていくことに努めた。 

  広報紙 月１回 ２，５００部 

 

３ 労働者べんりちょうの発行 

日常の疑問やトラブル解決のための機関案内など、労働者の仕事や生活に役立つ情報

を掲載した「労働者べんりちょう」を発行する。また、事業所及び簡易宿所、関係機関

などにも配布した。 

                    年１回 ６，０００部 

 

４ 労働安全啓発相談 

熱中症、感染症、アスベストの健康被害など、広報紙やポスターを作成し、労働者・

事業所双方に対し啓発をすすめ、労働安全の相談を行った。 

 

５ 福利厚生事業 

（１）「将棋愛好者のつどい」の開催 

地域労働者の相互交流の機会を提供し、就労意欲の維持と回復のため、日本将棋連盟の棋

士の指導を受け「将棋愛好者のつどい～初夏の交流戦～」「将棋愛好者のつどい」を開催した。

実施に際しては、日本将棋連盟のガイドラインに沿って、感染予防対策を実施した。 

                   ６月２０日実施 約４０人参加 

                   １０月１０日実施 約４０人参加 

 

（２）「たそがれコンサート」の開催 

コンサートは、地域労働者はもとより、地域住民にも広く親しまれる行事として定着して

いる。令和５年度も大阪府立淀川工科高等学校吹奏楽部の協力を得て、萩之茶屋南公園（通

称：三角公園）において開催した。コンサート開催時には、トラブルなどが起こらないよう

安全確保を行い、舞台と観客の距離を保つよう感染対策を実施した。 

 年１回  ９月５日実施 約３２０名参加 
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（３）元日雇労働者の作品展示 

ＮＰＯ法人ココルームとの共催、ひと花センターの協力を得て、センター内北側・可動式

パーテーション付近で、３月２７日（月）～５月８日（月）の期間、展覧会を開催した。 

 

（４）「西成×アート」の開催 

ＮＰＯ法人ココルームと大阪工業大学空間デザイン科との共催で、センター内北側・可動

式パーテーション付近で、６月２４日（金）～８月２日（火）の期間、学生が作成した旧セン

ター北側跡地の活用についての模型を展示した。 

 

（５）文化的イベントの開催 

センター内を活用し、誰もが楽しめる温もりのある場の提供を目指して他機関連携を進め、

釜ヶ崎芸術大学（ココルーム）との共催で、イベントを開催した。 

「落語会」 １１月１３日実施 約５０名参加 

「合作俳句の会」 ２月５日実施 約１５名参加 
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《収益事業等》 

Ⅵ 自動販売機事業 

施設利用労働者の福利厚生のため、自動販売機を設置し、飲料水等を安価で安心して提供で

きるよう運営を行った。 

令和５年度は、全般的な物価高騰の中、自動販売機の価格設定は変えずにパンなどを提供し、

早朝から求人者や求職者に喜ばれた。 

また、携帯電話を持たない施設利用労働者のために、公衆電話を設置しているが、センター

ナビに掲載されている事業所や馴染みの事業所への連絡などに活用された。 

自動販売機売上収入 年間目標 １，０３５，０００円 

実績   ８０５，７８４円 

 公衆電話売上収入 年間目標    ３９，０００円 

実績    ４１，１７０円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


